
奈良県国民保護計画の変更について

平成１９年２月２０日

［今回変更した箇所］

◇７頁

【指定地方行政機関】 【指定地方行政機関】

機関の名称 事務又は業務の大綱 機関の名称 事務又は業務の大綱

第五管区 （略） → 第五管区 （略）

海上保安本部 海上保安本部

近畿地方環境 １ 有害物質等の発生等による

事務所 汚染状況の情報収集及び提供

２ 廃棄物処理施設等の被害状

況、がれき等の廃棄物の発生

量の情報収集

◇２０頁

・第２の３の（１）

消防防災課職員及び → 防災統括室職員及び消防救急課職員並びに

◇２４頁

・第２の２

防衛庁 → 防衛省

◇３１頁

・第４の１

（以下「安否情報省令」という ） → （以下「安否情報省令」という ）。 。

第１条に規定する様式第１号 第２条に規定する様式第３号

◇３２頁

・第４の３

安否情報省令第１条に定める → 安否情報省令第２条に定める

安否情報報告書様式第１号 安否情報報告書様式第３号

◇４７頁

・第１の２

消防防災課職員 → 防災統括室職員及び消防救急課職員

消防防災課 → 防災統括室



◇４８頁

・第１の３の（５）

消防防災課 → 防災統括室

◇４９頁

・第２の３の表中

消防防災課員 → 防災統括室職員

消防救急課職員

◇５１頁

・第１の（３）及び（４）

（消防防災課職員） → （防災統括室職員及び消防救急課職員）

◇５３頁

・第１の５の（３）

防衛庁長官 → 防衛大臣

◇５５頁

・第３の１

防衛庁長官 → 防衛大臣

防衛庁 → 防衛省

◇５６頁

・第３の２

防衛庁長官 → 防衛大臣

◇８０頁

・第２

安否情報省令第１条に規定する → 安否情報省令第２条に規定する

様式第１号 様式第３号

・第３の１の（２）

安否情報省令に規定する様式第２号 → 安否情報省令に規定する様式第４号

・第３の２の（１）

安否情報省令第３条に規定する → 安否情報省令第４条に規定する

様式第３号 様式第５号

◇８１頁

・第３の２の（２）

様式第３号 → 様式第５号


